
�

　

淡
路
瓦
を
使
用
し
た
住
家
の
新

築
・
改
築
に
奨
励
金
を
交
付
し
ま
す
。

▽
対
象（
す
べ
て
の
条
件
に
該
当
）

①
新
築
・
改
築
後
２
年
以
内

②
屋
根
工
事
面
積
が
20
㎡
以
上
。

（
葺ふ

き
替
え
は
瓦
使
用
部
分
の

80
％
以
上
を
葺
き
替
え
）

③
店
舗
等
併
用
住
宅
の
場
合
は
住

居
部
分
が
２
分
の
１
以
上

④
兵
庫
県
住
宅
再
建
共
済
制
度

（
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
共
済
）
に
加

入
し
て
い
る
こ
と

⑤
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

▽
奨
励
金
額

　

屋
根
工
事
費
の
20
％
以
内
。（
下

表
＝
限
度
額
あ

り
）

　

改
築
の
場
合

は
そ
の
２
分
の

１
の
額
と
な
り

ま
す
。

▽
申
請
方
法

　

総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
に
備
え
付

け
の
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
商
工
観
光
課
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

問
商
工
観
光
課
☎
37
・
３
０
１
２

屋根工事面積 上限額
110㎡未満 10万円
110㎡以上

150㎡未満
15万円

150㎡以上 20万円

広報 
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お知らせ

　　　 みなさんのお役に立ちます
　　○植木剪定　　○大工・左官仕事　　○農作業　　○除草・草刈　　○軽作業

　　○施設管理　　○清掃　　○毛筆筆耕　　○家事手伝い（掃除・洗濯・食事支度）など

　　　　　お気軽にお電話下さい            　　どんな仕事でもご相談下さい

　㈳南あわじ市シルバー人材センター
　　〒656-0478　南あわじ市市福永358-1（三原庁舎内）
　　TEL ／ 0799-42-5339　　FAX／ 0799-42-6044

広田事業所　TEL ／ 0799-45-0012
福良事業所　TEL ／ 0799-52-0070
西 淡 窓 口　TEL ／ 0799-36-2083
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介
護
保
険
料
の
改
正

　

65
歳
以
上
の
人
（
第
１
号
被
保
険
者
）

の
保
険
料
を
改
正
し
ま
す
。
保
険
料
は
表

１
の
と
お
り
で
す
。

介
護
保
険
料
の
決
め
方

　

４
月
１
日
時
点
の
世
帯
市
民
税
の
課
税

状
況
や
本
人
の
収
入
な
ど
で
決
ま
り
ま

す
。
転
入
や
65
歳
到
達
な
ど
で
４
月
２
日

以
降
に
資
格
取
得
し
た
人
は
、
資
格
取
得

日
が
基
準
日
と
な
り
ま
す
。

保
険
料
の
納
め
方

⑴
特
別
徴
収

　

年
金
天
引
き
で
納
め
る
方
法
。
年
金
が

年
額
18
万
円
以
上
の
人
で
、
次
の
３
種
類

所得段階 対象者
年間保険料額
（計算方法）

第１段階
①生活保護受給者
②老齢福祉年金受給者で、世帯
　全員が市町村民税非課税の人

23,400円
（基準額×0.50）

第２段階
世帯市町村民税非課税で、合計
所得金額と課税年金収入額の合
計が80万円以下の人

23,400円
（基準額×0.50）

第３段階
世帯市町村民税非課税で、第２
段階に該当しない人

35,100円
（基準額×0.75）

第４段階

世帯市町村民税課税で、本人は
市町村民税非課税の人（合計所
得金額と課税年金収入額の合計
が80万円以下）

42,588円
（基準額×0.91）

世帯市町村民税課税で、本人は
市民税非課税の人

46,800円
（基準額×1.00）

第５段階
本人が市町村民税課税で、合計
所得金額が125万円未満の人

54,288円
（基準額×1.16）

第６段階
本人が市町村民税課税で、合計
所得金額が 125万円以上 200
万円未満の人

58,500円
（基準額×1.25）

第７段階
本人が市町村民税課税で、合計
所得金額が 200万円以上 400
万円未満の人

70,200円
（基準額×1.50）

第８段階
本人が市町村民税課税で、合計
所得金額が400万円以上の人

81,900円
（基準額×1.75）

の
年
金
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

①
老
齢（
退
職
）年
金　

②
遺
族
年
金

　

③
障
害
年
金

※
老
齢
福
祉
年
金
は
対
象
外

※
年
度
途
中
で
65
歳
に
な
る
方
の
特
別
徴

収
の
開
始
は
、
65
歳
に
な
っ
て
か
ら
約

10
か
月
後
の
最
初
の
偶
数
月
か
ら
で

す
。
そ
れ
ま
で
の
間
は
普
通
徴
収
と
な

り
ま
す
。

⑵
普
通
徴
収

　

納
付
書
か
口
座
振
替
で
納
め
る
方
法
。

保
険
料
の
決
定
通
知

　

仮
徴
収
の
決
定
通
知
は
４
月
10
日
頃
に

送
付
し
ま
す
。
７
月
中
旬
に
は
、
本
徴
収

の
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

問
長
寿
福
祉
課
☎
44
・
３
０
０
５

▽21～23年度の保険料（表１）　南あわじ市健康大学講座

■期間　５月～ 11月（全８回）

■日時　毎月第３木曜日　13：30～ 16：20

■場所　榎列公民館（11月のみ西淡公民館）

■内容　健康、医療、公衆衛生全般について医師

　　　　らが講義します

■対象　市内在住の 18 歳以上

■申込　申込書（４月１日の新聞折込、総合窓口

　　　　センターに備付）をご記入のうえ、最寄

　　　　りの総合窓口センターへご提出ください

■料金　1,000 円（５月の開講式で集金）

■申込締切　４月 17日（金）

問健康課☎ 43-3004

南あわじ市公民館講座

　公民館では今年も講座受講生を募集していま

す。みなさま奮ってご応募ください。詳しくは、

３月 28日（土）の新聞折込、または市ホームペー

ジ、最寄の公民館へお問い合せください。

■申込　所定の申込書（折込チラシまたは各公民

　　　　館に備付）に必要事項を記入し、公民館

　　　　に提出。

■申込締切　４月 15日（水）

問緑公民館☎ 44-3008、西淡公民館☎ 37-3028

三原公民館☎ 43-5038、南淡公民館☎ 50-3048

開園時間：９時～17時（季節により変更あり）
入 園 料：大人800円、小人400円
電 話：43-2626（お間違えのないように）

元気なアルバイトスタッフ大募集
遊具、レストラン、販売など。

ご希望の方は、電話の上、履

歴書をご送付ください。

〒656-0443　
南あわじ市八木養宜上1401

献上淡路鯛イベント

ＤＣツールドグルメin魚彩館
■日時　４月 19日（日）  10:00 ～ 15:00

■場所　魚彩館（阿那賀）

■内容　直売市の出店、パネル展示「天皇への献

　　　　上の歴史紹介」、鯛料理振舞など

問南あわじ市観光案内所☎ 52-2336

うずしお島びらきinなないろ館
■日時　４月１日（水）  10:00 ～ 15:30

※開始時間が変更になりました。ご注意ください

■場所　なないろ館周辺（福良）

■内容　ますだおかだの増田トークショー、観潮

　　　　船から「樽流し」、クイーン淡路お披露

　　　　目式、グルメイベントほか

問南あわじ市観光案内所☎ 52-2336

淡
路
瓦
屋
根
工
事
に
奨
励
金

甍
街
並
み
景
観
の
形
成
へ

基準額＝46,800円

 有料広
告

　 募集

＜お問い合わせ＞

　情報課☎ 43-5003

　　掲載料金（１か月）
１種広告　30,000円（4.5 ㎝× 18㎝）
２種広告　16,000円（4.5 ㎝×９㎝）

6か月以上継続してご契約された方は･･･
１種広告　20,000円　２種広告　11,000円

  市内 19,500部折込

「広報南あわじ」と「南あわじ市ホーム

ページ」に、お店の宣伝や求人情報な

ど出しませんか？

まずはお
電話を！

「広報南あわじ」有料広告

　　掲載料金
 １ か月　  10,000 円（月額）

12か月継続してご契約された方は･･･
12か月　100,000円（年額）

「ホームページ」バナー広告
区分 月平均数
20年度 12,270件

19年度 11,465件

18年度   9,907件

※20年度は２月末時点

トップページへの訪問者数

日時　４月 19日（日）  10:00 ～ 15:00

[ビジットカウント]

南あわじ市公民館講座南あわじ市公民館講座




